
介護保険の保険料（平成１８～２０年度）介護保険シリーズ第１０回

第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料
平成１８年度から２０年度までの保険料は、上三川町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（広報４月
号１０ページ）に基づき、下の表のように改定しました。

表 第１号被保険者の介護保険料（平成１８～２０年度） 基準額＝４３，０００円（年額）

※注）税制改正による激変緩和措置（対象となる人は平成１８・１９年度に限り保険料を軽減します）
対象者：昭和１５年１月２日以前に生まれた人で、税制改正の影響で第４段階または第５段階に該当する人
内 容：税制改正が未実施だった場合と比較し、平成１８・１９年度は増加割合を１／３・２／３に軽減します

（下図参照）

図 世帯全員が住民税非課税（第３段階）だったが、税制改正により本人が住民税課税（第５段階）となった場合

▼問い合せ先＝保険課 介護保険係 ��９１０２

５３，８００円

３２，３００円

３９，２００円

４６，５００円

５３，８００円

平成１８～２０年度の本来の保険料
（第５段階・住民税本人課税）
税制改正が未実施だった場合の保険料
（第３段階・住民税世帯非課税）

平成１８年度の保険料（激変緩和措置）

平成１９年度の保険料（激変緩和措置）

平成２０年度の保険料

保険料（年額）

２０年度

２１，５００円
（基準額×０．５）

２１，５００円
（基準額×０．５）

３２，３００円
（基準額×０．７５）

４３，０００円
（基準額×１）

４３，０００円
（１）

４３，０００円
（１）

５３，８００円
（基準額×１．２５）

５３，８００円
（１．２５）

５３，８００円
（１．２５）

５３，８００円
（１．２５）

６４，５００円
（基準額×１．５）

１９年度

３５，７００円
（０．８３）

３９，２００円
（０．９１）

４３，０００円
（１）

４６，５００円
（１．０８）

４９，９００円
（１．１６）

１８年度

２８，４００円
（０．６６）

３５，７００円
（０．８３）

３２，３００円
（０．７５）

３９，２００円
（０．９１）

４６，５００円
（１．０８）

所 得 段 階

第１段階 ●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
●生活保護を受けている人

第２段階 ●世帯全員が住民税非課税で、
本人の公的年金等収入額＋合計所得金額が８０万円以下の人

第３段階 ●世帯全員が住民税非課税で、
本人の公的年金等収入額＋合計所得金額が８０万円より多い人

第４段階 ●世帯のだれかが住民税課税で、
本人は住民税非課税の人

税制改正が未実施だった場合、
第１段階または第２段階に該当する人

税制改正が未実施だった場合、
第３段階に該当する人

第５段階 ●本人が住民税課税で、
合計所得金額が２００万円未満の人

税制改正が未実施だった場合、
第１段階または第２段階に該当する人

税制改正が未実施だった場合、
第３段階に該当する人

税制改正が未実施だった場合、
第４段階に該当する人

第６段階 ●本人が住民税課税で、
合計所得金額が２００万円以上の人

税制改正による
平成１８・１９年度
激変緩和措置

※注

税制改正による
平成１８・１９年度
激変緩和措置

※注

２／３

１／３

１３ 広報かみのかわ １８．５．１


